
平
成
七
年
宗
教
法
人
法
改
正

矢

吹

輝

夫

(
弁
護
士
)

宗
教
法
人
法
の
改
正

宗
教
法
人
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
一
三
年
四
月
二
一

89 

認
証
の
取
消
等
の
制
疫
の
改
義
策
に
つ
い

の
諮
問
に
対
し
答
申
し
た
が
、

文
化
庁

六
万
資
)
、
今
般
宗
教
法
人
法
的

の
成
立
を
み
た
。
審
議
の
概
要
は
次
の
と

平成七年宗教法人波改正(7)j主務{矢吹)

お
り
で
あ
る
。

第

二
七
回

-
跨
・
二
五
)
、
第
一
二
八
回
(
同
六
'
六
)
、
第
一
二
九
窪
(
伺
九
・
五
)
、
第
二
一
一

O
匝
(
同
九
・
‘
一
三
)
、

第
二
ニ
一
間
(
同
九
・
二
九
)
文
謡
大
臣
に
報
告
書
提
出

(
同
会
審
議
)

平
成
七
・
一

0
・
一
七
「
宗
教
法
人
法
の

部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
内
総
よ
り
開
閉
会
提
出
、
舟
年

議
院
送
付
、
問
年
一

一
・
八
参
議
続
可
決
、
削
例
年
一

，
…
五
公
布
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宗
教
法
人
法
改
正
の
漂
白
は
、
宗
教
法
人
法
を
め
ぞ
る
社
会
状
況
お
よ
び
宗
教
法
人
の
実
態
の
変
化
に
対
応
し
、
宗
教
法
人
制
制
度
の

適
正
な
議
援
を
菌
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
{
法
律
案
提
出
理
由
)
。

改
正
法
の
大
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

所
轄
庁
の
変
更
(
法
五
条
二
項
〉

他
の
都
道
府
県
内
に
境
内
建
物
を
備
え
る
宗
教
法
人
お
よ
び
当
該
宗
教
法
人
を
包
括
す
る
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
を
文
部
大
誌
と
す
る

」と。
{ヰ

事
務
所
備
付
け
書
類
の
見
直
し
(
法
二
五
条
一
項
、

一
一
項
)
収
支
計
算
書
の
作
成
・
備
付
け
義
務
等

ω山

信
者
そ
の
他
の
山
利
害
関
係
人
に
一
定
の
制
担
の
も
と
に
犠
付
け
書
類
の
閲
覧
を
認
め
た
こ
と
(
法
一

項)。

{殴}

宗
教
詰
人
に
対
し
、
傷
付
書
類
の
う
ち
一
定
の
書
類
の
写
し
を
所
轄
庁
に
定
期
的
に
提
出
さ
せ
る
こ
と

一
五
条
m
問項〉。

90 

伍}

宗
教
法
人
法
七
九
条
、
八

O
条
お
よ
び
八
一
条
に
関
す
る
所
轄
庁
の
報
告
徴
収
お
よ
び
質
問
機
{
法
七
八
条
の

杭)

宗
教
法
人
審
議
会
の
委
員
数
を
一

C
人
以
上
二

O
人
以
内
と
す
る
こ
と
(
法
七
二
条
)
。

右
法
律
は
、
公
布
の
白
か
ら
施
行
す
る
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
材
押
し
て

年
を
越
え
な
い
範
聞
内
に
お
い

る
日
か
ら
施
行
す
る
と
さ
れ
(
改
正
詮
尉
倒
的
1
)
、
平
成
八
年
九
丹
一
五
白
か
ら
施
持
さ
れ
た

以
下
に
若
干
の
開
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

所
轄
庁
の
権
問
恨
の
強
北

改
正
法

の
事
務
所
に
備
え
ら
れ
た
同
条

五
条
問
項
は
、
宗
教
法
人
は
、



環
に
掲
げ
る
投
員
名
簿
、
財
蕉
目
録
・
収
支
計
算
書
・
貸
借
対
照
表
、
境
市
内
建
物
に
関
す
る
書
類
、
第
六
条
の
規
定
に
よ

写
を
所
轄
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

文
化
庁
文
化
部
宗
教
諜
「
改
正
宗
教
法
人
法
母
&
A」
に
よ
る
と
、
所
轄
庁
の

へ
で
宗
教
法
人
が
成
交
す
る
と
、
ぞ
れ
以
降
、

所
轄
庁
が
宗
教
法
人
の
活
動
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
の
手
段
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
機
付
け
書
類
写
の
錯
出
義
務
は
、
宗
教
法
人
が
そ
の

目
的
に
沿
っ
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
所
轄
庁
が
継
続
的
に
把
握
し
、
宗
教
法
人
法
の
適
正
な
連
用
を
留
る
た
め
の
も
の
で
、
宗
教
法

人
を
監
督
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
(
跨

2
、
間
3
1

2 

っ
た
所
轄
庁
が
、
そ
の
後
に
お
い
て
認
証
要
件
を
構
え
て
い
る
か
の
調
査
、
指
導
そ
行
、
つ
資
径
を
負
、
っ
か
。

、
宗
教
法
人
法
が
定
め
る
二
況
の
婆
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
の
確
認
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
教
法
人
法
制
定
に
襟
し
、

宗
教
団
体
法
の
認
可
主
義
と
宗
教
法
人
令
の
機
則
主
義
と
の
中
間
形
態
と
し
て
、
所
轄
庁
の
判
断
の
余
地
が
悲
し
く
制
制
限
さ
れ
た
認
可

-91-

の
特
殊
な
も
の
と
し
て
創
設
さ
れ
た
認
証
行
為
(
根
本
隠
「
宗
教
行
政
の
性
格
と
然
教
法
人
法
の
特
徴
」
術
教
法
第
一
二
口
サ
二
五

資
)
に
、

そ
の
後
の
認
証
要
件

指
導
の
責
任
ま
で
包
含
す
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。

王子成七年宗教法人法改:iEの覚書(矢吹)

は
、
認
註
を
行
っ
た
所
轄
庁
が
、
そ
の
後
そ
の
規
制
倒
的
運
用
に
つ
い
て
指
導
監
督
の
賞

昭
和
顕
一

四

住
を
も
つ
か
ど
う
か
は
、
認
証
行
為
と
は
倒
的
に
、
他
の
規
定
と
の
関
連
、
戒
は
規
定
の
趣
旨
か
ら
判
断
さ
る
べ
き
と
し
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
宗
教
法
人
法
の
解
明
が
情
熱
要
で
あ
る
。

3 

書
類
写
の
提
出
義
務
の
燦
怠
は
、
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
(
法
八
八
条
五
号
〉
。
こ
れ
を
所
轄
庁
か
ら
み
る
と
、
宗
教
法
人
に
対
す

る
書
類
写
の
提
出
請
求
様
で
あ
り
、
宗
教
法
人
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
所
轄
庁
の
責
任
を
適
正
に
果
す
た
め
に
新
設
さ
れ
た
所
轄
庁

の
権
限
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

所
轄
庁
は
、
提
出
書
類
の
写
か
ら
認
証
婆
件
の
欠
欽
や
宗
教
法
人
法
違
ま
の
灘
営
に
疑
い
を
も
っ
と
き
は
、
そ
の
是
正
を
指
導
し
、
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場
合
に
よ
っ
て
は
質
問
や
報
告
を
求
め
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
法
二
五
条
五
項
の
惚
怒
規
定
が

あ
る
。こ

の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
書
類
写
の
提
出
義
務
の
新
設
は
、

の
指
導
絞
骨
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
法

人
法
に
は
、
民
法
六
七
条
、
八
一
一
一
条
ノ

、
八
四
円
条

ノ

一
号
の
よ
う
な
法
人
の
業
務
に
つ
い
て
の
宗
務
官
庁
の
監
督
規
定
は
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
宗
教
法
人
の
向
意
、
協
力
の
下
に
行
、
つ
行
政
指
導
(
「
行
絞
指
事
」
関
税
夫
着
、
税
代
行
政
法
や
全
集
五
、

y
d
ょ
う
せ
い
)
の

域
を
出
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
本
条
の
新
設
に
よ
り
、
所
持
山
げ
の
事
実
上
の
絞
料
口
指
移
が
強
北
さ
れ
る
こ
ど
は
必
定
で
、
今
後
の
推

移
を
見
守
り
た
い
。

信
考
の
地
笠
の
変
容

92 

改
正
法
二
五
条
三
項
は
、
宗
教
法
人
は
、
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
で
あ
っ
て
、
開
条

項
名
口
す
に
掲
げ
る
滋
類
又
は
桜
簿

j去

五
条
一
一
一
汲
五
号
の
事
務
処
理
簿
の
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
合
計
綬
簿
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
)
を
閲
覧
す
る
に
つ
い
て
正
当
な
科

授
が
あ
り
、
か
っ
そ
の
関
覧
の
請
求
が
不
当
な
目
的
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
関

覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

布
規
定
は
、
前
記
Q
&
A
に
よ
れ
ば
、
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
の
一
層
の
制
約
便
を
図
り
、
宗
教
法
人
の
よ
り
民
主
的
な
運
殺
や

透
明
性
合
高
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
問

H
1

2 

き
て
、
宗
教
盟
体
に
は
、
信
者
の
権
限
の
強
い
社
関
的
な
も
の
か
ら
、
ぞ
れ
の
弱
い
財
岡
山
的
な
も
の
ま
で
色
々
あ
る
。
宗
教
法
人

法
は
、
宗
教
団
体
法
と
異
な
り
宗
教
団
体
内
に
お
け
る
信
者
の
地
位
、
権
限
に
つ
い
て
は
、
公
告
を
、
つ
け
る
地
位
に
嘗
と
ど
め
各
宗
教
団



体
の
自
治
に
ま
か
せ
て
い
た
。
改
正
法
が
こ
の
よ
う
な
稿
者
に
対
し
、

一
律
に
番
数
帳
簿
の
閲
覧
請
求
擦
を
新
設
し
た
こ
と
は
、
そ
の

権
利
刊
の
性
質
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
係
者
の
地
位
に
変
容
を
き
た
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
許
す
こ
と
に
な
る
と
、

法
が
議
教
法
人
運
営
の
民
主
化
、
透
明
化
の
喪
識
か
ら
宗
教
語
体
の
臨
リ
慣
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
改
正
法
は
緩
め
て
重
大
な
問
題

を
内
攻
す
る
こ
と
に
な
る
。

信
者
と
利
害
関
係
人
の
範
圏
に
つ
い
て
、
前
記
Q

‘

&
A
(
問
時
〉
に
鰐
一
不
が
あ
る
〈
利
怒
関
係
人
に
包
括
宗
教
法
人
が
入
る
と
す
る
と
、

一
宗
課
金
の
賦
線
、
寺
院
等
級
査
定
等
に
お
い
て
、
被
包
活
法
人
の
爽
態
の
把
握
が
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
)
0

な
お
、
宗
教
法
人
法
に
お
い
て

「
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
い

は
単
に
「
利
答
関
係
人
」
)
と
あ
る
の
は
、
法
解
釈
上
純
一
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
〈
法
一
一
一

条

二
六
条
二
一
攻
、

開
条
，
項
、

mm
問
条
一
一
項
、
四
九
条

人
A

条
、
法
人

条
の
利
害
関
係

一二一条、

人
に
儒
者
を
含
む
こ
と
に
つ
き
、
大
阪
高
決
間
的

人
・
」
ハ

O 

開
巻
六
号
。
…
一
一
七
頁
)
。

-93 

3 

書
類
帳
簿
の
閲
覧
に
つ
き
、
「
正
当
な
利
益
」
、
「
不
当
な
は
的
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
を
い
う
か
、
今
後
実
務
や
判
例
の

積
が
ま
た
れ
る
が
、
向
法
の
名
義
定

一
四
四
条
、
。
一
六
つ
条
ノ
問
、
一
一
六
五
条
、
二
八
二
条
、
‘
一
九
一
一
一
条
ノ
六
お
よ
び
七
、
問

平成七年鋭敏i1、人法改正の覚書{矢吹)

ろ
、
つ
。
こ

閲
覧
議
求
の
対
象
と
な
る

九
八
条
)

の
解
釈
、
運
用
も
、
信
者
と
株
主
の
相
違
の

の
上
に
ん
げ
一
つ

金
関
数
叫
ゅ
の
種
山
間
に
よ
っ
て
民
総
ハ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

議
類
帳
簿
の
閲
覧
諮
求
擦
の
存
百
に
つ
い
て
判
例
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
書
類
帳
簿
の
閲
覧
請
求
擦
が
宗
教
法
人
の
業
務
執
行

(
2
)
 

.
絞
め
粉
信
徒
に
は
そ
の
よ
う
な
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
か
一
場
か
ら

の
是
正
や
機
関
の
賞
任
追
求
の
た
め
の
手
段
的
権
利
で

一
般
の
純
一
的
徒
か
ら

正
当
事
由
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
も
、
謝
覧
請
求
権
の
新
設
に
よ
っ
て
、

す
る
と

般
の
棺
信
徒
に
か
よ
う
な
権
問
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
す
る
の
か
、
改
ル
法
に
新
設
さ
れ
た
苦
熱
帳
簿
の
間
覧
請
求
権
の

佐
賀
決
定
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
の
他
の
問
題

四

i 

審
議
の
異
常
稔

改
正
法
は
、
宗
教
法
人
審
議
会
の
報
告
を
尊
蒙
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
忠
策
さ
れ
た
。
同
審
議
会
の
審
議
経
過
は
、

よ
う
に

平
成
七
年
間
丹

日
に
は
報
告
蓄
を
文
部
大
院
に
情
提
出
し
て
い
る
。
第
一
次
改
正
の
審
議
が

一
九
日
に
始
ま
り
、
況
か
月
後
の
九
月

昭
和
三
一
年
五
月

日
の
答
申
ま
で
二
年
間
を
察
し
、
な
お
実
琉
に
烹
ら
な
か
っ
た
の
と
対
比

六
日
の
諮
問
か
ら
山
内

一
年
四
月
一
一
一

し
て
み
て
も
、
相
当
の
ス
ピ
ー
ド
で
あ
る

G

果
し
て
、
審
議
明
け
の
一
平
成
七
年

。
月
四
日
杉
守
義
純
愛
良
か
ら
二
一
角
哲
生
会
長
に
抗
議
書
が
提
出
さ
れ
、
日
円
丹
九
日
力
久
経
積

委
員
か
ら
報
告
審
撤
問
・
審
議
会
再
開
要
決
議
が
、
次
い
で
肉
料
バ

純一

七
日
に
は
、

一
五
人
中
、
七
人
の
委
員
か
ら
島
村
宜

伸
文
部
大
距
宛
審
議
会
の
概
縦
申
入
れ
愛
国
が
提
出
さ
れ
た
。
審
議
会
終
了
直
後
に
、
こ
の
よ
う
な
以
対
表
照
明
が
な
ぢ
れ
た
こ
と
は
緩
め

て
異
常
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
、

一
層
の
宗
教
政
策
に
か
か
わ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
遺
憾
の
窓
会
禁
じ
え
な
い
。

平
成
七
年

目
立
一
正
校
正
会
反
対
見
解
書
、
問
月

0
8
日
本
キ
リ
ス
ト
教
協
議
会
e

カ
ト
リ
ッ
ク
協
会
共
開
反
対
表
明
、

日
本
仏
教
会
は
意
見
と
り
ま
と
め
の
時
間
的
余
裕
が
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
も
宗
教
活
体
の
反
対
表
明
が
続
い
て
い
る

(
後
誌
の
長
谷
川
論
文
密

。

衆
参
両
院
に
お
け
る
賛
成
・
反
対
討
論
は
、
官
報
号
外
平
成
七
年
一
一
月
一
一
一

時
年
一
一
一
足
八
日
号
参
照

2 

改
正
の
不
徹
底

攻
正
法
は
、
必
要
最
少
限
の
改
正
を
行
っ
た
(
「
Q
&
A」
時

間

2
)
た
め
、
業
務
停
止
命
令
や
認
証
取
消
の
窮
間
が

の
ま
ま

(
法
七
九
条

墳
、
八

O
条
一
項
)
、
罰
則
剥
が
軽
る
い
一
万
丹
以
下
の
過
料
(
設
八
八
条
)
、
解
散
命
命
の
申
立
に
保
全
処
分
の



な
い
な
ど
の
批
判
が
あ
る
。

3 

税
法
と
の
か
い
離

収
支
計
算
書
に
つ
い
て
は
、
宗
教
法
人
法
的
関
誌
に
よ
り
、

の
額
が
纂
少
で
あ
る
綴
と
し
て
文
部

大
誌
が
定
め
る
綴
の
範
閥
内
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
作
成
令
し
な
い

で
き
る
と
さ
れ
、
平
成
八
年
文
部
省
告
示
第
一

六
号
に

よ
り
、
そ
の
額
は
金
八

0
0
0
万
円
と
怒
れ
た
。
他
方
議
税
特
別
措
麓
法
六
八
条
の
六
に
よ
り
公
益
法
人
等
は
設
支
計
算
書
を
作
成
し
、

の
税
務
饗
附
設
に
搬
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
程
し
、
小
規
模
の
法
人
を
除
く
と
さ
れ
、
同
法
施
行
令
三
九
条
の
三
六
に
よ
り
、

小
競
撲
の
法
人
は
年
間
収
入
の
額
が
五

0
0
0
万
円
以
下
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
収
支
計
算
書
の
作
成
免
除
に
つ
い
て
、
宗
教
法
人
法
と
説
法
と
の
間
に
か
い
離
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
認
数
民
が
要
請
さ

れ
て
い
る
。

95-

な
お
、
発
ん
ど
の
宗
教
法
人
規
則
に
は
、
決
算
書
の
作
成
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ぬ
部
の
所
轄
庁
で
は
、
右
決
算
警
は
収
支
計

葬
書
に
あ
た
る
も
の
と
解
し
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
法
人
は
、
前
記
隊
部
お
と
は
関
係
な
く
、
規
則
に
従
っ
て
収
支
計
算
審
を
作
成
・
備

ヰ正月比七年祭教法人法改ぷの覚書(矢吹)

付
く
べ
き
も
の
と
し
、
従
っ
て
そ
の
写
を
所
轄
庁
に
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
所
轄
庁
の
権
限
強
化
が
う
か

が
わ
れ
、
石
総
溺
お
は
、
立
法
者
の
配
慮
に
も
拘
ら
ず
、
早
く
も
空
文
化
の
お
そ
れ
が
出
て
き
て
い
る
。

4 

オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
と
危
機
菅
理

改
正
法
は
、

っ
た
こ
と
は
関
連
い
が
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
法
人
法
の
自

の
オ
ウ
ム

的
か
ら
み
て
も
、

っ
て
右
の

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
二
回
の
危
機
管
理
と
し
て

以
上
、
雑
容
な
問
問
謡
接
知
胞
に
終
り
、
大
方
の
ご
教
一
不
を
庶
幾
う
と
と
も
に
、
宗
教
団
体
は
、
こ
の
よ
う
な
法
改
正
に
よ
り
、

い
わ
ば
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外
正
に
よ
っ
て
自
浄
作
活
に
至
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
妃
肇
と
な
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

間
昭
和
陸
一
・
隊
一
議
議
{
一
一
小
一
宗
教
、
法
人
に
対
す
る
所
轄
庁
の
指
導
絞
組
閣
の
賞
後
に
つ
い
て
」
は
、
泌
畿
は
、
訟
律
で
定
め
る
獲
得
を
鍛
え
て
い
る

か
ど
う
か
を
審
査
し
、
所
定
の
婆
紳
げ
を
備
え
て
い
る
と
滋
吟
れ
ん
と
き
行
な
う
そ
の
時
国
の
制
判
断
の
表
…
不
と
考
え
ら
れ
る
。

総
統
を
行
っ
た
所
抽
轄
庁
が
、
そ
の
後
そ
の
媛
臨
時
の
‘
通
用
に
つ
い
て
指
導
監
督
の
資
釘
訟
を
も
つ
か
ど
う
か
は
、
認
証
悼
行
為
自
体
と
は
制
的
偲
に
、
拙
仰
の
胤
珂
定
と
の
関

連
、
崎
明
い
は
念
品
祉
の
規
定
の
揃
開
設
か
ら
相
内
減
数
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
c

法
人
に
お
い
て
、
役
闘
は
、
殺
に
件
以
品
下
、
規
則
等
に
従
っ
て
業
務
、
事
業
の
通
正
な
明
粗
食
を

は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
宗
教
法
人
波
繁
一
八
条
第
五
項
)
、
規
制
制
を
変
一
気
す
る
に
は
一
敗
{
一
止
め
が
不
特
械
を
獲
す
る
(
同
法
第
一
一
六
弘
常
務
…
雨
明
)
C
E
U
A

一
{
況
の
行
為
を

山
口
や
わ
り
或
は
不
実
行
為
を
し
た
と
き
は
、
四
割
以
の
崎
明
射
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
新
穂
げ
と
し
て
、
所
帥
精
神
以
人
に
対
し
、
法
mw
柏
町
時
闘
を
鵡
附
及
徹
夜
さ
せ
、
え
制
胤
剣

に
反
す
る
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
白
…
を
指
摘
し
、
制
脱
出
制
に
設
っ
た
運
営
を
す
る
よ
う
綴
描
押
す
る
こ
と
は
蕊
支
え
な
い
も
の
と
考
え

る
。
と
し
て
い
る
。

(2)

東
京
添
削
消
印
間
六
一
一
一
・
九
・
一
一
八
料
持
寸
一
九
三
ロ
ヴ
九
六
一
良
反
対
東
京
湾
総
平
六
・
三
・
…
一
一
一
統
帥
ケ
五
(
)
七
ロ
ヴ
一
二
二
mh
限
〈
上
告
中
)

(3)

オ
ウ
ふ
藤
内
灘
教
に
つ
い
て
は
、
終
・
数
淡
交
に
つ
き
、
東
京
地
決
平
公
・
一

0
・二一

O
判
同
町
一
氏
m
m
m
聞
社
ザ
鉛
二
一
頁
、
東
京
潟
淡
彩
む
・
二
了
一
九
利
純
一

人
号
二
六
一
気
綴
決
平
八
・
一
二
一

5
戦
時
一
五
五
五
回
ぢ
三
頁
、
後
時
開
放
浪
附
刑
務
求
に
対
す
る
公
安
灘
公
安
閥
会
の
棄
却
決
定
に
つ
き
、
朝

H
新
聞
抽
出
ア
千
九
・

が
あ
る

G

-96 

宮支

宗
教
法
人
法
改
正
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
論
争
宗
教
法
人
法
改
正
」
第
二
東
京
弁
護
士
会
消
費
者
間
組
対
策
委
員
会
編
・
繰
胤
出
版
、

吋
幻
世
紀
の
宗
教
法
人
法
」
紀
藤
正
樹
務
・
朝
日
新
開
社
、
「
宗
教
法
人
法
改
正
の
関
内
総
と
論
点
」
長
谷
川
川
正
浩
著
・
成
田
山
法
類
会
、

平
成
八
年
六
月
二
九
日
宗
教
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
宗
教
法
人
法
改
正
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
等
が
あ
る
。


